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奄美の自然・歴史・文化がきらめく　焼内湾を包む結のこころでつながるむら うけん
重点プロジェクト施　策 主 要 施 策

宇
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さ
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！
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　マ

きらりと光る稼げる
産業を育てるむらづくり
<産業>

快適な生活を支える
むらづくり
<社会基盤・生活環境>

魅力あふれる「人と自然」が
調和するむらづくり
<自然環境・協働・コミュニティ>

健やかでぬくもりのある
支えあいのむらづくり
<保健・福祉>

ふるさとを愛し、
未来へはばたく心豊かで
たくましい人を育むむらづくり
<教育・文化>

村民と共に、
力強い自治をつくるむらづくり
<行財政>
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1. 持続可能な農林業の振興

2. 焼内の海で輝く活力ある水産業の振興

3. 地域の連帯が育む商工業の振興

4. 奄美の自然と歴史を伝える観光振興

1. 合理的な土地利用の推進

2. 交流と安全を支える交通基盤の整備

3. 利便性を高める情報通信技術の活用

4. 快適な生活をつくる住環境の整備

5. 良質で衛生的な生活環境づくり

6. 安全・安心な地域社会づくり

1. みんなで支え合う地域福祉の充実

2. 健康で安心して暮らせる健康づくり・地域医療の充実

3. 未来を育む子育て支援の充実

4. いきいき暮らせる高齢者福祉の充実

5. 自分らしくを支える障がい者福祉の充実

6. 自立に向けた社会保障の充実

1. 生きる力をはぐくむ学校教育の推進

2. 生涯学習推進体制の整備・充実

3. 多様なニーズに応える社会教育の充実

1. 行政の効率化

2. 財政の健全化

3. 広域行政の推進

4. 健康づくりや仲間づくりを促進する生涯スポーツの推進

5. 次代につなぐ地域文化及び芸術活動の振興

1. 豊かな自然環境を次代につなぐ地域社会

2. 村の宝である人と自然が輝く交流の促進

3. 共生・協働で魅力ある地域社会づくり
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01 安全・安心な農産物の生産　02 担い手の確保・育成　03 主要作物の生産振興　04 生産基盤の整備　05 特産品の開発及び販路拡大
06 森林資源の保全　07 森林の多面的利用

01 栽培型漁業の推進　02 漁業経営の安定化　03 漁港等の生産基盤の整備

01 地域の特性に合わせた商工業の経営支援　02 新たなしごと創出への支援　03 優良企業の立地促進　04 人材の育成支援

01 観光資源の整備・活用　02 新たな観光資源の創出　03 PR・誘客活動の推進　04 おもてなし受入体制の充実　05 広域観光の推進

01 限られた土地の有効活用　02 宅地等の確保　03 農用地の適切な保全

01 情報通信技術の活用

01 公営住宅等の整備　02 良好な景観の形成　03 公園・緑地の維持管理

01 良質の水の安定的な供給　02 水道事業の健全運営　03 生活排水対策の推進　04 分別収集・処理体制の充実

01 消防力の強化　02 防火・防災意識の高揚　03 防災施設・設備等の整備　04 交通安全対策の充実　05 防犯体制の充実

01 地域ぐるみの自然環境保全体制づくり　02 豊かな自然環境の保全　03 地球環境にやさしい再生可能エネルギーの導入

01 移住や交流の促進　02 新たな交流を育む魅力づくり　03 交流を促進するための受入体制づくり

01 村民参画の推進　02 地域コミュニティ活動の推進　03 男女共同参画社会づくり　04 多文化共生社会の実現

01 支え合う地域づくり　02 地域の担い手の育成とネットワークの強化　03 包括的な相談支援体制の充実
04 福祉サービスの充実と安全・安心な環境づくり

01 健康づくりの推進　02 保健予防事業の充実　03 母子保健の充実　04 地域医療の充実

01 地域における子育て支援の充実　02 子育て支援体制の強化と環境整備

01 健康でいきがいのある高齢者福祉の充実　02 高齢者の社会参加を支援する体制づくり　03 介護保険制度の適切な運用

01 理解促進と福祉サービスの充実　02 社会参加及び就業支援の充実　03 地域での生活支援

01 生活困窮者の自立支援　02 母子（父子）・寡婦福祉の充実　03 国民健康保険の充実　04 国民年金の充実

01 小規模校のよさを生かした教育の推進　02 教育環境の整備　03 教育内容・方法等の充実　04 家庭や地域との連携強化

01 生涯学習推進体制の整備・充実　02 生涯学習講座の充実　03 人権教育の充実

01 幼児教育の充実及び青少年の健全育成　02 多世代交流の促進　03 社会教育関係団体の充実　04 主体的な地域活動の促進

01 スポーツ活動の普及促進

01 芸術・文化活動の充実　02 文化財の保護・継承

01 実効性の高い行政運営の推進　02 組織・人事管理の充実　03 行政の情報化の推進　04 公共施設の管理運営及び財産管理

01 広域行政の推進　02 国・県等との連携

01 財源の確保　02 財源の活用

01 幹線道路の整備促進　02 村内道路網の計画的整備　03 安全でうるおいのある道路づくり　04 公共交通機関の維持と利便性の向上
05 港湾等の物流拠点整備
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第4章
SDGsの視点を取り入れた施策の推進

SDGs（エス・ディー・ジーズ）は、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発
目標）」の略称であり、その理念を「誰一人取り残さない」社会の実現を目指すこととし、
平成27（2015）年の国連サミットにおいて採択されました。貧困や飢餓、さらには気候変動や
平和など広範な分野にわたって令和12（2030）年を目標年限に17の目標が設定され、開発
途上国のみならず先進国も含め、全ての国や関係者の役割を重視し、経済・社会及び環境の
3領域を不可分なものとして調和させる統合的取り組みについて合意されています。

国では、世界の流れを踏まえ、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略においても、「SDGsを
原動力とした地方創生」を新たな戦略方向として示しています。

本村においてもSDGsの理念を踏まえ、村の実情に応じた持続可能な社会づくりを推進
するため、第2次総合計画後期基本計画では、各施策がSDGsの様々な目標に結びついて
いることを下図の17の目標のアイコンを使って視覚的に分かりやすく示し、全体として
全ての目標につながっていることを確認できるようにしています。

【SDGsの17の目標のアイコン】�
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【SDGsの17の目標】

№ 目標の内容

1 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

2 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

4 すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する

5 ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う

6 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

7
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保
する

8
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいの
ある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

9
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベー
ションの推進を図る

10 各国内及び各国間の不平等を是正する

11 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する

12 持続可能な生産消費形態を確保する

13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

15
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、
ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

16
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを
提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
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